
第 8次医療計画北河内圏域版について 
 第１項 北河内二次医療圏内の医療体制の現状と課題  

２．疾病・事業別の医療体制と受療状況 
（１）医療体制 

第２項 北河内二次医療圏における今後の取組（方向性） 
（１）地域における課題への対策 

第
７
次
医
療
計
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【救急医療】 

○初期救急医療機関は、医科 9施設、

歯科 5施設あります。救急告示医療機

関は、二次救急医療機関 42施設、三次

救急医療機関 2施設あります。 

○救急搬送数のうち軽症者の占める割

合は 7割弱で推移しており、また高齢

者の占める割合は年々増加し 4割に達

しています。このことが二次・三次救

急医療機関の負担増に繋がる要因とし

て考えられます。 

【災害医療】 

○地域災害拠点病院として 2施設が指

定されています。 

○災害マニュアル策定率は救急病院

66.7％（府平均 65.1％）、一般病院

42.1％（府平均 46.4％）、一般病院の

BCP策定率は０％です。 

 

 

○圏域内の市、医師会ほか関係機関と連携し、救急車の適正利用に係る住民啓発の

他、初期・二次・三次救急医療機関間の相互連携の強化並びに役割分担の明確化の

ための方策を検討します。 

○初期救急医療機関のうち、深夜帯対応を行っている医療機関は小児科において１

か所のみのため、関係機関等と連携し、診療日拡充のための方策を検討します。 

○災害マニュアル策定及び BCP策定が未整備の病院に対して、健康危機管理会議等

において策定を働きかけます。 

第
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【救急医療】 

○休日・夜間急病診療所は、医科 9施

設、歯科 5施設あります。救急告示医

療機関は、二次救急医療機関 43施設、

三次救急医療機関 2施設あり、うち２

施設は二次・三次を兼ねています。（第

７章 第６節参照） 

 

〇救急搬送数のうち軽症者の占める割

合は 7割弱で推移しており、また、75

歳以上の外来のみの対応者は 4割に達

し増加傾向が続いています。（令和 4年

度 ORIONデータ分析） 

 

〇救急要請後、消防隊へ蘇生を望まな

いと申出があった件数は年々増加し、

87 件となっています。（令和 4 年度北

河内圏域消防署調べ） 

【災害医療】 

○地域災害拠点病院として 2施設を指

定しています（第７章 第７節参照）。 

 

○災害マニュアル策定率は救急告示病

院が 87.8％、一般病院が 89.5％。BCP

策定率は救急告示病院が 50.0％、一般

病院が 33.3％となっています。（第７

章 第７節参照） 

 

○救急車の適正利用を推進するため、圏域内の市、医師会、関係機関と連携し、住

民啓発の他、医療機能に応じた医療機関間の相互連携の強化並びに役割分担の明確

化のための方策を検討します。 

 

〇人生の最終段階にあり、ACP で蘇生を望まないと意思表示をしている傷病者本人

が希望する場で最期を迎えることができるよう、地域の関係者とともに在宅医療と

救急医療との連携体制を検討します。 

 

〇保健所による立入検査や健康危機管理会議等の場を活用し、災害対策マニュアル

やBCPが未策定の医療機関に策定を促します。 
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